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Ⅰ． 計画策定の背景と目的                                 

 急速な少子高齢化を背景に、平成１５年に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、     

本市では、平成１７年度から「松山市特定事業主行動計画」を策定し、職員が仕事と子育ての両立

ができるよう各施策を実施し、５年ごとに計画の見直しを行ってきました。 

また、平成２７年には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」

が制定され、平成２８年度から５年間の計画で「松山市女性職員の活躍の推進に関する特定事業

主行動計画」を策定し、性別にかかわりなく意欲と能力を十分に発揮できる職場づくりを目指し、

取組を行ってきました。 

令和３年度からは、双方の法律に基づいて一体的に取り組むため、両法に基づく「松山市  

特定事業主行動計画」を策定し、性別や世代を問わず、すべての職員が働きやすく働きがいの 

ある職場づくりを目指し、取組を進めてきました。 

 

 今般、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法が１０年間延長されたことも踏まえ、 

令和８年度からの新たな「松山市特定事業主行動計画」（以下、「本計画」という。）を策定し、  

引き続き、すべての職員が働きやすく働きがいのある職場づくりを目指し、より一層、     

職員が子どもたちを健やかに育成できる環境づくりを進めるとともに、女性職員がそれぞれの

個性や能力を十分に発揮できる職場づくりやワーク・ライフ・バランスの実現に取り組んで   

いきます。 

 

本計画は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条及び女性の職業  

生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第１９条に基づき、その長、  

その職員が策定する特定事業主行動計画で、以下の全任命権者に共通して策定します。 

 

 

 

松山市長 

松山市教育委員会 

松山市議会議長 

松山市選挙管理委員会 

松山市代表監査委員 

松山市公平委員会 

松山市農業委員会 

松山市消防局長 

松山市公営企業管理者 
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Ⅱ． 計画の期間                                        

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間です。 

なお、計画に掲げている数値目標は、最終年度である令和１２年度の達成目標としていますが、

必要に応じて適宜見直しを行います。 

 

Ⅲ． 計画の対象者                                        

本計画は、策定主体である特定事業主が任命するすべての職員を対象とします。 

常勤の職員のほか、会計年度任用職員などの非常勤職員についても、法令や本市の条例、 

規則等により定められた休暇制度等の範囲内で対象とします。 

 

Ⅳ． 計画の主体となる職員                                        

目標を達成するために、「誰」が「何」をするのか、主体となる職員一人ひとりの役割を     

明確にし、取組の推進を図ります。 

  ○ 人事担当課 

  ○ 所属長、管理職 

  ○ 対象職員（妊娠中の職員、子育て中の職員、介護中の職員等） 

  ○ 周囲の職員（対象職員と同じ職場に勤務する職員（管理職を除く。）） 

○ 全職員 

 

Ⅴ． 計画の推進体制                                        

組織全体で効率的に次世代育成支援と女性職員の活躍を推進するため、総務部に松山市  

特定事業主行動計画推進委員会を設置し、本計画の策定・変更、本計画に基づく取り組みの実施  

状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務部長が委員長となり、副委員長・委員を指名します。 

特定事業主行動計画推進委員会

委員長

委員委員委員副委員長
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Ⅵ． 計画内容                                          

これまでの行動計画で、職員の働きやすい職場環境と働きがいのある職場づくりのための 

取組を行ってきました。男性の育児休業取得率については、前期の行動計画では、策定時に  

掲げた目標の３０％を達成し、令和５年７月からは、男性職員の育児休業率の目標を１００％に 

引き上げました。また、女性役付職員の割合は年々増加傾向で、令和７年４月には、管理職（課長

級以上）に占める女性職員の割合が目標値の１２％となるなど、一定の成果をあげています。 

こうした中、誰もが仕事と育児や介護等の家庭生活を両立できる社会の実現に向けて、引き

続き、休暇や育児休業の取得促進や、勤務時間の適正化、業務効率化等の職場環境の整備に 

取り組んでいく必要があります。 

今回、職員へのアンケート調査の中では、「職員が働きやすい・働きがいのある職場環境づくり

がある程度進んだ」と感じる職員が過半数を超え、「休暇の取得が希望どおりできる」という  

回答の割合が比較的高いことがわかりました。一方で、少数ですが、「希望どおりの取得が   

できていない」など、ワーク・ライフ・バランスに課題を感じる職員もいることから、制度の周知や

管理職への啓発等を通じて、より一層、制度を利用しやすい環境を整えるとともに、仕事の質を

維持しながら長時間労働を抑制することを目指して、職員の意識改革や職場の環境づくりなど

更なる取り組みを進め、仕事と家庭の両立支援と併せて、子育て支援に取り組みます。 

また、「管理職に占める女性職員の割合が低い」現状を踏まえて、引き続き、研修等を通じて

キャリア形成支援を行うほか、全職員がその個性と能力を十分に発揮できる環境を整えること

で、組織全体として働きやすい・働きがいのある職場環境づくりにつなげます。 

女性だけ、あるいは子育てや介護を行う人だけと対象を限定した取組ではなく、すべての  

職員のために必要な取組であるという意識を引き続き共有し、やりがいをもって働ける職場を

全員でつくるという職場風土を築きます。 
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１．数値目標 

 

「子育て支援」、「キャリア形成支援」、「ワーク・ライフ・バランスの実現」に取り組み、すべての 

職員が働きやすく、働きがいのある職場環境づくりの実現を目指します。 

 

（１）男性の育児休業取得促進 

育児中の職員にとって、仕事と家庭の両立のためには、女性だけに育児が偏らない風土

が必要です。男性の家事・育児等への主体的な参画を後押しすることは、これまでの「男性

が外で働き、女性が家事をする」という固定的な性別役割分担意識を解消していくことにも

つながります。男性の育児参加の指標となる男性の育児休業取得率１００％及び２週間以上

の取得率８５％以上を目指します。 

 

（２）女性管理職の割合の向上 

リーダー職（主査以上）や管理職として働く女性が増えることは、仕事にやりがいを感じる

職員の増加や意思決定の場に多様な視点が取り入れられることにつながります。課長級 

以上の女性管理職の割合について、令和７年４月１日時点の１２．０％から３％以上引き上げ、

１５％以上の達成を目指します。また、管理職に限らず、リーダー職（主査以上）以上の女性

職員の割合については、引き続き、３０％以上の達成を目指します。 

 

（３）時間外勤務の縮減 

時間外勤務の縮減は、業務量や業務分担の見直しの成果の一つです。職員一人当たりの

年間の時間外勤務時間を時間外上限規制で定める３６０時間以内におさめ、１ヶ月当たりの

時間外勤務時間数３０時間以内の達成に努めます。目標は、年間３６０時間を超えて時間外

勤務を行う職員の割合を本庁は令和６年度時点の１６．０％から２％削減の１４．０％に、  

出先機関は令和６年度時点の７．２％から２％削減の５．２％とし、引き続き、全体で１０％ 

以下を目指します。 

 

（４）年次休暇の取得促進 

年次休暇の取得は、職員が働きやすい環境で、仕事と家庭の両立が可能であり、安心して

長く働ける職場環境であることにつながります。計画的な取得を促進し、年次休暇の取得 

日数（取得率）１６日（８０％）以上を目指します。 
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※消防局は、業務内容や現在の女性職員の割合を考慮し、（2）は対象外とし、別に以下の目標

を定める。 

消防局の採用者に占める女性の比率 １０％以上  (実績値：R７.4.1 ０％) 

  

  項 目 
目標値 

（令和１２年度） 

実績値 

（令和６年度） 

（１） 

男性の育児休業取得促進 
a. 100％ 

b. 2週間以上 

８５％ 

a. 95.8％ 

b. 2週間以上

79.4％ a.男性職員の育児休業取得率 

b.２週間以上の取得率 

（２） 

女性管理職の割合の向上 

a. 1５％以上 

b. 30％以上 

 

 

a. 12.0％ 

b. 23.6％ 

 

（R7.4.1） 

a.管理職（課長級以上）に占める女性の割合 

b.リーダー職（主査以上）に占める女性の割合 

（３） 

時間外勤務の縮減 10％以下 

本庁：１４．０％ 

出先機関：５．２％ 

11.4％ 

本庁：16.0％ 

出先機関：7.2％ 年間３６０時間を超えて 

時間外勤務を行う職員の割合 

（４） 

年次休暇の取得促進 

１６日 

（８０％） 

14.6日

（72.9％） 

年次休暇の取得日数（取得率） 
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２．取組内容 

 

（１）子育て支援 

①出産・子育てに関する制度等の周知（全て人事担当課が対応する取組） 

・妊娠中や出産後等、状況に応じて利用できる休暇制度を集約した冊子を利用して、制度

の周知を徹底します。 

・出産・育児支援説明会を開催し、制度の紹介と併せて、育児休業取得者の体験談を共有

する等、職員の不安軽減につながる取組を実施します。 

・育休復帰支援相談会を実施し、円滑に復職ができるよう支援を行います。 

・育児休業の取得期間の検討や休業中の生活設計に役立つよう、育児休業期間の収入の

状況を計算できる収入シミュレーションシートを提供します。 

 

②管理職への啓発、意識改革 

・所属長は「イクボス宣言」を部下職員に共有し、取組の実践と検証を行います。 

・人事担当課は、新任課長研修等の管理職向けの研修で、本計画や子育てに関する制度

について、管理職員に制度への理解を深めてもらうよう、周知します。 

・所属長と管理職は、職員に、利用可能な制度を周知し、最適な制度が選択でき、安心  

して仕事も子育てもできるよう支援します。 

 

③制度を利用しやすい環境の整備 

・所属長は、妊娠中・子育て中の職員や、育児休業から復職する職員に対して、面談シート

を活用した面談を実施し、要望を踏まえた必要な支援体制がとれるよう、業務上の配慮

を行います。 

・所属長や周囲の職員は、育児休業予定の職員の業務を遂行していくにあたり、業務分担

の見直しや職場での応援体制を構築するほか、人事担当課は適切な代替要員の確保を 

図ります。 

・全職員は、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるためにも、職員の育児参加

は、性別に関係なく子育てに積極的に関わる社会を目指す取組であり、「育児はみんなで

協力して担うもの」という意識を持つようにします。 
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（２）キャリア形成支援 

①幅広い業務経験の提供 

・人事担当課は、ジョブ・ローテーション制度など、採用後一定期間に様々な職務経験が 

できるよう計画的な人事配置を行うとともに、研修などの機会を通じて、職員一人ひとり

の自発的なキャリア形成を支援します。 

・所属長は、所属職員の育成を任されていることを意識して、業務の専門性を高めるだけ

でなく、職員が様々な職務経験を積み成長ができる執行体制を整えます。 

・所属長と人事担当課は、育児休業等からの復帰時期や子育て、介護中等の職員の   

働き方に関して職員の意向を確認するとともに、今後のキャリアプランに関する助言等を

行います。 

・所属長は、本人の意向を確認しながら、子育て等で、勤務時間に制約がある場合でも、

重要なポストを経験させ、必要な研修の機会を付与するなど、柔軟な人事管理を行い  

ます。 

 

②キャリアアップ支援 

・所属長・管理職・人事担当課は、「松山市人材育成・行政経営改革方針」で明確にされた、

目指すべき職員像「現地・現場を大切に、市民目線で（考え）前向きにチャレンジし続ける

職員」となるよう、計画的な人材育成を推進します。 

・人事担当課は、管理職向けの研修時に、多様な職員が能力を発揮できるために必要な

配慮等を行うよう、管理職の意識改革を図ります。 

・人事担当課は、将来管理職を目指す女性職員を対象とした自治大学校等の全国研修に

職員を派遣し、女性のキャリア形成を支援します。 

・人事担当課は、職員交流会やプロジェクトチームでの活動等、部署や職階によらず   

職員が交流できる機会を提供し、より良い人間関係の構築を支援します。 

・全職員は、各種研修への積極的な参加や職員同士の交流を通じて、無意識の思い込み

や固定的な役割意識への気づきを深め、男女ともに「働きがい」と「働きやすさ」が実感 

できる職場環境づくりやキャリアアップ意識の醸成、スキルアップに努めます。 

 

③キャリアデザイン支援 

・人事担当課は、各研修に「キャリアデザイン」の時間を設け、職員がこれまでの業務を  

振り返り、今後、自分がどのようになりたいか考える機会を提供します。 

・人事担当課は、職員の退職理由を把握・分析し、働きやすく、働きがいのある職場づくり

につなげます。 

・人事担当課は、それぞれの職員が目指す未来がかなえられるように、必要な制度や  

仕組みの導入を検討します。 
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（３）ワーク・ライフ・バランスの実現 

①長時間勤務の縮減 

・人事担当課は、完全ノー残業デーの設定や定時退庁のアナウンスを通じて、超過勤務 

縮減の意識啓発を図ります。 

・人事担当課は、時間外勤務の上限超過者や所属長からヒアリングを行い、業務内容や 

体制等の見直しを促します。 

・管理職は、業務の繁閑に応じて、柔軟に業務分担を見直し、効率的かつ効果的な業務 

遂行を図ります。 

・全職員が協力し合い、限られた時間で計画的かつ効率的に業務を進めることで、業務 

能率を向上し、定時退庁に努めます。 

 

②休暇の取得促進 

・人事担当課は、年次休暇の取得目標１６日（８０％）の達成に向け、まずはすべての職員が

確実に年５日以上の年次休暇の取得ができるよう、休暇取得推進期間（ゴールデン    

ウィーク、夏季、秋季、年末年始）を設定し、年次休暇の計画的な取得を推進します。 

・人事担当課は、年次休暇取得日数を調査し、５日未満となっている職員がいる所属長に、

業務の調整依頼や計画的な休暇の取得を促します。 

・管理職は、自らが積極的に年次休暇を取得し、所属職員に対して積極的な休暇取得を 

呼びかけるとともに、業務分担の見直しや業務の情報共有を行い、休暇が取得しやすい  

職場環境づくりに努めます。 

・全職員は、休暇取得日の調整を効率的に行うことができるよう、所属内で年休等取得 

計画表を作成して共有し、所属職員が協力して、休暇を取得しやすい環境を作ります。 

 

③仕事と家庭の両立支援 

・全職員は、仕事との両立を図る職員の対象を育児に限らず、介護、病気治療、不妊治療、

自己成長に向けた能力開発等、幅広く捉え、多様な事情を抱える職員が能力を発揮   

できるよう、個別の希望や状況に応じた両立支援を推進します。 

・所属長と人事担当課は、「介護と仕事の両立支援ガイドブック」の周知を行うほか、   

介護中の職員に対して、所属長から対象職員に、面談シートを活用した面談を実施し、 

職員の要望を踏まえた業務上の配慮を行います。 

・人事担当課は、不妊治療を行う職員が安心して治療を続けられるよう、職場全体に  

制度の周知を図り、仕事と不妊治療を両立できる職場づくりを進めます。 

・人事担当課は、「治療と仕事の両立支援ガイドブック」の周知をし、治療を受けながら  

安心して働き続けられる職場づくりを進めます。 

・対象職員は、仕事と家庭の両立のため、業務上で配慮を求めたい事項がある場合は、 

できる限り早めに所属長に相談するようにします。 

・全職員は、ワーク・ライフ・バランスの意識を高め、子育てや介護等に関する理解を深め、

対象職員が制度を利用しやすい職場環境を積極的に作ります。 
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④柔軟な働き方の推進 

・所属長と人事担当課は、早出遅出勤務、フレックスタイム、テレワーク等の活用による  

柔軟な働き方を推進します。 

・所属長は、所属職員と双方向で円滑なコミュニケーションを確保するとともに、柔軟な 

働き方を選択する職員に対しては個別の事情に応じた適正な労務管理を行い、業務の 

効率化やテレワークが取得しやすい環境整備を進めます。 

・全職員は、業務内容や自身の状況に応じて、各種制度を積極的に活用するとともに、 

テレワークによる業務が効率的に実施できるよう、日頃から電子データの適切な管理や

ペーパーレス化に積極的に取り組みます。 

・全職員は、デジタル技術を活用して業務内容を見直し、AI や RPA の活用等、事務の  

集約・効率化を図るとともに働き方の選択肢が拡がる取組を実施します。 

・全職員は、会議や打ち合わせを行う際は、Web 会議を活用することや、電子メールで 

会議資料を事前に共有するなど、短時間に効率よく行えるよう、職員一人ひとりが業務の

効率的な実施を心がけます。 

 

⑤業務の見直し・効率化 

・管理職と所属職員が一丸となって全職員は、必要な業務の実施を確保しつつ、     

業務の棚卸しを行い、必要性の低下した業務については業務自体を廃止するなど、   

業務の見直しや効率化に積極的に取り組み、業務量の削減を図ります。 

・管理職は、業務の廃止・統合などについて積極的に判断し指示を出すよう努めます。 

 



 
 

 

松山市特定事業主行動計画 

 

〒790-8571  

松山市二番町四丁目７番地２ 

松山市総務部 人事課 

ＴＥＬ （０８９）９４８－６２２１ 

e-mail  jinji@city.matsuyama.ehime.jp 


